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消費者委員会

委員長河上正二殿

消政策第 49号

平成 25年 3月 26日

内閣総理大臣安倍

消費者安全法第6条第1項の規定による「消費者安全の確保に関する基本的な方針jの

変更について

消費者安全法(平成 21年法律第 50号)第6条第1項の規定による f消費者安全の確保

に関する基本的な方針j の変更について、iJlJ添のとおり案を作成したので、伺条第6項の

規定により準用する問条第4項の規定に基づき寅委員会の意見を求める。

以上
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消表対第 8 3 号

平成 25年 3月 11日

消費者委員会

委員長河上正二殿

内閣総理大臣安倍

諮 問 書

家庭用品品質表示法(昭和 37年法律第 104号)第 11条の規定に基づき、

下記の事項について、貴委員会の意見を求めます。

コ〕号一ロ

家庭用品品質表示法第 3条の規定に基づく表示の標準となるべき事項の変更

について

l.雑貨工業品品質表示規程(平成 9年通商産業省告示第 672号)における

「洋傘」に係る遵守事項の見直しについて

2. 雑貨工業品品質表示規程(平成9年通商産業省告示第 672号)における

「いす、腰掛け及び座いす」に係る遵守事項の見直しについて

3. 経済産業大臣からの要請に伴う合成樹脂加工品品質表示規程(平成9年通

商産業省告示第 67 1号)、電気機械器具品質表示規程(平成 9年通商産業

省告示第 673号)及び雑貨工業品品質表示規程(平成 9年通商産業省告

示第 672号)に係る遵守事項の見直しについて
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消表対第 338号

平成 25年 7月 31日

殿正二

消費者委員会

委員長河上

J
J
1
3
1
川
一
J

…じ山~一一:じに

安倍内閣総理大臣

書芸問音8

家庭用品品質表示法(昭和 37年法律第 104号)第 11条の規定に慕づき、

下記の事項について、貴委員会の意見を求めます。

記

家庭用品品質表示法第 3条の規定に基づく表示の標準となるべき事項の変更

について

1. 経済産業大臣からの要請に伴う電気機械器具品質表示規程(平成 9年通商

産業省告示第 673号)に係るi堂守事項の見直しについて
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消取引第 498号

平成 25年 7月 1日

消費者委員会

委員長河上正二殿

特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令の一部改正について(諮問)

特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行令(昭和 61年政令第 340

号。以下 f施行令」という。)の改正について、下記事項に関し御審議いただ

きたく、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和 61年法律第 62号。

以下「法Jという。)第 11条の 2の規定に基づき諮問します。

記

法第2条第 1項第1号に規定する特定商品として政令で定める物品に関し、

別紙の物品を規定するため、施行令第 1条の改正を行うことについて
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